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1．研究の背景と目的 

現在，長崎県東彼杵郡波佐見町は鬼木郷（農業）と

中尾郷（窯業）の二地区を複合景観地とした重要文化

的景観への選定を目指しており，保存調査の実施・取

りまとめの段階にある．保存調査の取りまとめにおい

て，棚田や窯業関連施設の価値は比較的評価しやすい

要素であるが，一方でそれを支えている「かわ」や「み

ち」といった公共空間の価値の記述については工夫が

必要であると考えられる． 

 本研究では，重要文化的景観に既に選定されている

事例における公共空間の価値についての記述を分析

し，重要文化的景観の選定において公共空間の価値を

顕在化させるうえでの留意点の抽出を試みる．それを

踏まえ，波佐見町における公共空間の価値の記述を検

討する． 

2．研究の進め方 

既選定事例の分析は，(1)調査報告書，保存計画から

公共空間に関する記述の抽出，(2) 調査報告書と保存

計画の目次構成の分析，(3)記述内容の分類と特徴の

分析，(4)価値の記述の考え方のまとめ，の手順とした． 

3．調査対象 

既選定事例について，選定基準 1のみに該当する全

7事例のうち棚田に関する 3事例と，選定基準 6を含

む全 9事例の 12事例を対象とする．  

表 1 公共空間に関する記述の抽出 

選定名称及び選定基準 調査報告書 保存計画
●【集落の景観構成＞水路】砂金流しをするために上流の金山川などから引いてきた2筋の［江」（水路）が残っていたと
されている。笹川の砂金山において水路は重要な位置づけにあり、砂金山の集落としての歴史を今に伝える貴重な遺構
といえよう。

●【砂金採掘に関わる土地利用＞溜池・堤と江道】砂金は江道の留に堆積しているので、上流の関口から水を引いてく
るのは、砂金を取るための手段であった。
■【集落の景観構成＞主要道路】金子勘三郎家文書のうちで「笹川十八枚村本田畑・新田畑分布村絵図」［天保14
（1843）年］」や［笹川十八枚村砂金山地図」等と現状を照らし合わせて見ると、集落内には古くからの道筋であったと判
断できる道路が今も残っている。

●【鉄穴流しと土地利用＞農地開発の特性と環境】鉄穴流しに先だって砂鉄を比重選鉱するために築かれた水路をその
まま灌漑水路として利用できたことが影響している。鉄穴流し跡地の上流側には数多くのため池が残っており、現在も農
業用水として使われている。

●【鉄穴流し跡に形成された棚田の景観特性＞鉄穴流し棚田の水利】鉄穴流しの水利施設と米作りの棚田の水利施設
とは目的がほぼ一致しており、鉄穴流しで使用されていた水利施設は、鉄穴流し棚田の水利施設として現在でも利用さ
れている。渓流取水口は水田灌漑用取水口、ため池は灌漑貯水池、井手、走りは用水路として、鉄穴流しを行っていた
当時の水利用の原型をあまり失うことなく有効に活用されている。

●【農業】棚田の水利は、大浦川支流の沢水を利用するもので、住民がタズワラノ川（西側）・ノイネンノハタ川（東側）とカ
ンバントコノ川（合流河川）と呼ぶ3つの少水系を水源としている。タズワラノ川とノイネンノハタ川の上流部の石で囲った
堰を設け、そこから溝水路で水田に引水するが、補助的に竹の筧（現在では、塩ビパイプが普及）で引水する方式が一
般的である。これを「横」方向からの引水とすれば、上段の水田から下段の水田に水を掛け落とす方式は「縦」方向から
の引水である。後者の方式が残るのがA家である。B家とC家でも最近まで、この方式が残っていたが、平成12年からの
畦コンクリートの導入により、横方向からの引水となった。
●【土地利用（抜粋）】皿山地区には集落を東西に流れる大浦川と南北に流れる五色谷川の2つの河川があり、集落中央
部で両河川が合流している。皿山地区は窯業と農業を専業としていた半農半陶集落であったことから、水田への灌漑用
水と共に、集落近郊の山から採掘した陶土を精製するのに必要な水の入手経路が必要であった。明治22年地籍図には
大浦川及び五色谷川を水源とする水路が確認でき、これらの水路から灌漑用水路と陶土をひく唐臼に水を供給していた
と思われる。
●【河川空間の景観構造】河川には唐臼への水供給のために井堰（通称イゼ）が設けられ、そこから取水された水は護
岸に沿って走る水路とその先の筧によって唐臼まで運ばれる。唐臼は水を受ける部分（通称ハチ）が河川に突き出して
設置され唐臼を働かせた水はそのまま河川に返される。現在五色谷川には6カ所に、大浦川には13カ所に唐臼小屋が立
地しているが、年間の水量に大きな変化がなく勾配のきつい河川だからこそこれだけの唐臼を働かせる水を供給でき
る。１軒の唐臼小屋には１∼４本のアカマツで造られた唐臼が並んでいる。
●■【景観構造の分析】大景観を構成する主な景観構成要素は、皿山地区・池ノ鶴地区の両集落、集落を取り囲む山
林、大浦川・五色谷川の河川、集落と山林を結ぶ道路が挙げられる。

別府湯けむり・温泉地景観
【5】【6】

■【重要文化的景観地域における目指すべき景観像】鉄輪温泉地区街路景観：掘削による大規模な湯けむりの数はこ
れ以上増やさず、現状を維持していく。人工的要素としては、電柱・電線の減少または削除が望まれる。中高層建造物は
九州横断道路等大きな道路沿いのみに存在させ、低層建造物は切妻造、陸屋根から寄棟造へ変更する。その他に石垣
の維持や、ペーブメントに石畳を用いる。
明礬温泉地区街路景観：人工的要素については、電柱・電線の減少または削除が望まれる。湯の花小屋の保存や増
加、別府石の石垣の保存を目指す。

【将来像の導出】
■暗めのトーン（茶系）を基調とし、色調をそろえて整備を行う。道幅は人が歩く幅として
丁度良いものとする。

北大東島の燐鉱山由来の
文化的景観
【5】【6】【8】

■【文化的景観の本質的価値】街区（集落道）：現在も燐鉱産業時代に形成された集落道の線形が残されている。北大
東島では唯一、概ね碁盤の目状の街区が形成されている。
街区（県道）：燐鉱採掘時代に形成された集落道の線形を基本に整備された道路である。島の中心部と西港をつなぐ島
民にとって主要な生活道路でもある。

【構成要素の保存活用の方針】
■街区（集落道・県道）：燐鉱採掘時代に形成された街区形態（道路線形）の維持・保全
し、文化的景観に馴染む道路へ整備および修景する。

●【文化的景観の特性＞位置と地形】この宇治地区を貫流し北に流下する宇治川は、宇治の骨格的自然景観であり、そ
の源を琵琶湖に発する。歴史的に見れば、宇治川が現在の状況になったのは、文禄3（1593）年の豊臣秀吉による太閤
堤築堤による宇治川改修からで、それまでは宇治橋下流で西へ流れが変化し巨椋地へと流れ込んだ。
■【建築】宇治橋通り：多くが看板建築となっており、外観的に建築形式を認識できないものが多い。しかしながら、この
通りは近世以来の中心的な通りとして、大型の茶商屋敷や茶師の門、近世京町屋タイプの代表的なものが継承されてい
るところでもある。建築類型的にはこれ以外にも多様な建築がみられるとともに、職種的にも多様性がみられ、通りの歴
史と性格を反映した特徴的な景観を形成している。
県通り：伝統的木造建築の町屋が均一的によく残り、趣のある通り景観を形成している。看板建築が余り見られないこと
と鉄筋コンクリート造が少ないことに起因して、伝統的雰囲気を良く残す通りとなっている。南側の県神社辺りに茶業関係
が集まっており特徴的な景観を作っている。
本町通：比較的よく伝統的木造建築の町家が残されている。ただ、その分布には偏りがあり、東寄りの筋南沿いに集中
する傾向がある。これは近世における本町通の町家の展開範囲の反映であり、この通りの西側は茶園が広がっていた。
■【街路】平安期に遡る街路と中世につくられた街路が、良好に現在の街路として継承されており、両者の結節部におけ
る屈曲や新しい街路に古い街路が寸断されながらも現在に伝わっている状況は、この街路が社会変動の中でも変化を
受けずに伝えられてきたことを示している。
■【茶業建築】県神社辺りと平等院表参道に集中傾向は認められ、宇治橋通りには少なくなっている。県神社辺りに一定
のまとまりがあるのは近世と類似するが、宇治橋通りに少ないこと、平等院表参道に多くなっているのは近世のあり方と
異なっている。

【保存管理に関する考え方＞土地利用の考え方】
■道路施設、道路改良工事については、景観に与える影響が大きいため、事業主体
は、景観への配慮を最大限行うこと。
●災害対策などのために行われる河川改修については、自然護岸、自然石積み護岸な
ど、景観・環境保全型の施工に努めるものとする。
●用水路：鉄穴流しのために導かれた歴史的な用水路は、現状維持に努めること。生物
多様性に努めること。
●ため池（堤）：鉄穴流し用のため池としてつくられた歴史的なため池は現状維持に努
め、営農用水として積極的に活用し、維持管理・補修の継続性を図る。

【重要な構成要素一覧】
●水路：水路の基本的流水形状を変えないこと。コンクリート側溝の敷設は可とするが、
景観に配慮するものとし、管理道は自然道に努めること。
●河川：可船内にあるモミジやカシの木など景観を構成している樹木については維持管
理に努める。護岸については極力現状を維持し、改修にあたっては文化的景観に配慮し
た工法にすること。

【重要景観構成要素の保存・整備方針】
●窯業用水利に関連するもの（イゼ、筧/河川・水路の護岸石積/唐臼・唐臼小屋）：伝
統的な水利系統を継承する
●■営農の維持に必要なもの（水田、畑地、石積、農道、畦畔、用水路、湧水等）：伝統
的な水利系統や石積を維持継承し、適切な管理に努める。持続的な営農環境を整える
ため、担い手の育成などに努める。現状維持を基本とし、必要に応じた修理・修景・復旧
等を行う。棚田法面の石積については伝統工法に基づき修理等を行う。
■耕作放棄地（法面石積、農地、耕作道、畦道）：歴史的土地利用を伝えるものとして適
切な維持保全に努める。必要に応じて伝統的様式による修理を行い、水田や畑地として
の再生の可能性を検討する。
●水路：伝統的な水利系統を維持継承する。必要に応じて維持修理を行う。
■作業道：歴史的土地利用を伝えるものとして適切な維持保全に努める。

【土地利用方針】
歴史的観点
■川西地域については平安時代以来の街区が継承されており、街区を毀損しないよう
維持、継承に努める。
■近世以前に成立したものが数多くある宇治地区の道路については、維持、継承に努
める。
■茶師屋敷が建ち並んでいた街道沿いの近世の町並を継承し、また宇治の近代化を示
す歴史的商店街について維持、継承に努める

佐渡西三川の砂金山
由来の農山村景観
【1】【5】【6】【8】

奥出雲たたら製鉄及び
棚田の文化的景観
【1】【3】【5】【6】【8】

小鹿田焼の里
【1】【3】【5】【6】

宇治の文化的景観
【1】【5】【6】【7】【8】
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4．調査結果と分析 

調査報告書と保存計画の抽出内容を表１に示す．

「かわ」に関する記述に「●」，「みち」に関する記述

に「■」を印した．保存計画では，調査報告書で記述

された公共空間が，保存の方針としてどのように記述

されているかに着目し抽出した．また，波佐見町の調

査報告書を取りまとめるにあたって参考となる記述

には下線を付した． 

調査報告書の抽出内容をみると，生活・生業に関わ

る川や水路，道に関する記述が多くみられた．また，

地形などの自然的観点や街区の現況などの観点から

景観の構成を記述したものも見られた．さらに，昔か

ら使われている道や，継承されている通りの景観など，

歴史的な価値を記述したものもあった．  

 保存計画の内容は主に維持継承のための方針であ

り，河川や水路については，自然護岸や線形の維持

に関する記述がみられた．道路については景観の配

慮が多くみられた．一部では生業による独特な町並

み景観を活用し，過疎化，高齢化の防止や観光によ

るまちづくりを進める内容，また散策によって地域

内の価値の理解が深まるとして，散策道の設定の検

討などに関する記述もみられた． 

●【下相川地区の水田開発＞水利の仕組み】下相川の水田は、地区の南側を流れる水金沢から水路を引き、ため池に
ため、その水を各水田に配っていた。

●【鹿伏地区の水田開発＞各段丘面の開発と水利系統】この段丘面の水利の仕組みをみると、崖線沿いを中心に池が
あり、そこからいくつかの田に水を配り、余った水は北側や南側の谷筋に落とす、という方法で灌漑して いることがわか
る。区画整備は進んでいるものの、近世に 開拓した当時の土地利用や水利の仕組みが非常によく 残っている。
●【街区の現況＞水系】街区の北側を流れる水路と南側を流れる濁川は、街区内の排水としての役割も重要であるが、
東西に連続するタテ町を構成するインフラとしても重要である。この北側の水路は、かつて建物前面に沿って流れていた
が、氾濫が多かったこともあり、現在では暗渠となり道中央を通っている。
■【相川の都市構造＞「通り」の集合としてみる相川】「浜通り」、「中通り」、「北沢川通り」、「南沢川通り」、「中山通り」と
いう複数の「通り」はそれぞれ異なる地理条件によって文節された、相川の単位空間とみなせるのではないだろうか。

■【街区の現況＞街区平面】C地区内には2本の道が南北方向に通っており、それぞれの幅員は西から約5.1ｍ、約3.8ｍ
となっている。この道幅の差は、町の表・裏を反映している。

■【景観構成要素＞街路・河川・植生】街路は、上町、下町それぞれの町並みを形成している「京町通り・上町の道」と
「相川往還」が存在する。上町が斜面を造成して、テラス状に造られた町並みであることからも明らかなように、「京町通
り・上町の道」は東西方向に傾斜した緩やかな坂道である。他方、下町のうち、一町目―四町目などは埋立てて大規模
に造成された町立てであり、街道も直線的な構造を有しており、街路が町立てを規定しているという特徴がある。

●【生野の空間構造＞奥銀谷地域】市川沿いには道やトロッコ道などが通るほか、川底には淘り池や柱穴などの選鉱跡
が残る。また、市川と白口川の合流付近には、水流を調整するために設置された護岸の「亀石」や河床の石張などが見ら
れるほか、下箒修道碑や供養塔などがある。川沿いには、口銀谷地域と同様にトロッコ道が通り、川中や川底には、淘り
池跡、柱穴など近世の選鉱施設跡が見られる。

■【鉱山まちの景観分析＞口銀谷地域】生野鉱山は積出港として、飾磨港を備えており、生野飾磨港間の諸物資運搬の
ために鉱山専用馬車道が修築された。馬車道は明治 6 （1873）年起工し、明治9 （1876）年に竣工している。 生野鉱山
に招聘されたフランス人技師レオン・シスレイによる設計で、当時ヨーロッパの最新技術であるマカダム舗装（一番下に粗
い砕石を敷き、その上に細かい石、さらに砂を並べて固めたもの）を導入した道路である。

新上五島町崎浦の五島石
集落景観
【6】【8】

■【集落の土地利用と構造】
赤尾：道路に面する母屋の腰部分には板石を張り廻している。友住と江ノ浜にはこのような付属屋をもつ家屋はみられな
い。この配置形態をとることで、隣家の母屋との間に牛小屋と庭を挟むことになる。このことから集住形態でありながらも、
母屋同士が敷地いっぱいに軒を接して隣接する形態とはやや異なる。
友住：集落は相崎瀬戸に面した狭い海岸沿いと内陸に向かう道路に沿って広がるが、これは住友の地形的要因が大き
い。海岸沿いに立つ家屋は平側または妻側を海岸に向けるが、道路に対しては平側を向けて建つものが多い。
江ノ浜：海岸に直交する道路沿いでは母屋が道路に平行する形態をとる。道路と母屋の配置関係は赤尾、友住、江ノ浜
でそれぞれ違いがある。

【保存管理に関する考え方】
■（集落及び生活・生業的観点＞道路）新設、改良工事については、景観への影響が考
えられるため、事業主体は、新上五島町景観計画を尊重するとともに、景観への配慮を
最大限行うこととする。
【整備活用の方針】
■（集落及び生活・生業的観点＞道路）①整備の方針：地域内の価値は、散策すること
で理解が深まるため、必要な散策道の設定及び整備、自然散策路の整備を検討する。
現段階では地域内の主要な幹線道路及び里道がこれにあたることを想定する。地域内
道路の整備については、無用な拡幅・拡張はせず、住民からの生活改善要望として上
がっている箇所については、必要最小限の幅員を確保するよう改修していく。道路線形
は既存道路の線形や地形を極力踏襲したものとし、新たに発生する法面や切土面、護
岸が最小限となるよう設計する。法面や切土面には緑化を施す。法面に吹きつけを施す
場合には、彩度・明度の低いグレー系の色とする。護岸は極力自然石護岸とするよう努
める。自然石護岸の積み方や素材については、周辺の既存の護岸と合ったものとする。
ガードレールなどの構造物はコントラストの強い色調を避け、景観の保全に努める。②活
用の方針：荒廃している里道の復活など、既存の歩道等を利用した遊歩道の整備が考
えられる。道路整備の際に生じる残地を活用し、駐車場や展望施設としての活用が考え
られる。集落内の小道（歩道）については、散策マップ等を作成することで、新たな観光
コースとしての活用も考えられる。

●【棚田の現状＞水利及び区画と水路】棚田の用水利用は、ため池の限られた水をいかに分配するかに苦慮してきた。
各区画は、堰（センゲ）とも称される用水組合に所属する。調査対象地域内に限った水路系統を図示した。各用水路への
分水比率もとりきめがある。対象地域内の堰は、更級川右岸に白石用水・アワラ用水・曽根用水がいまも各水利組織に
より管理されている。また、丸山用水・穴用水では、水路はあるが組織的管理は衰退している。さらに、更級川左岸には、
宝録沢用水・中曽根用水がある。また各区画は、用水組合の受益によって団地を形成するが、圃場整備されたエリアを
除き、水路から直接取水できる区画はわずかで、多くは上流区画の排水を下流区画の用水とする「田越し灌漑」である。
したがって用水量が不足がちな下流の区画・水路掛かりでは、耕作や維持管理に労苦が大きい。棚田の生命線ともいえ
る「水」の管理を取り仕切る用水または水利組合は、耕作の持続に関しても重要な存在である。
●【集落・家屋＞水路・聖域】水路は、集落の南西方向から集落の外周を囲うような形状で存在し、その大半は暗渠化さ
れていた。それらの水路に沿って、山(標高の高い方向)を向いた形で確保される庭部分の池に水を引き込むシステムが
確認された。ヒアリングの結果、このような池と水路の関係は、かつては多くの家屋でみられ、農機具の洗い場や、鑑賞
用の池などさまざまな用途で活用されていたことが確認できた。また寺社などの聖域は集落の内部には存在していな
かったが、集落の中央部の道・水路の分岐点において道祖神が確認できた。
■【棚田の現状＞区画と道路】道路には、運搬車輌が、①通行できる幅員・構造、②棚田の各区画へ進入可能な接続
点、を有することが求められる。姨捨棚田における区画と道路の接続状況を示した。「接続なし」の総区画面積は
14.91ha(42%)であった。荒廃地全体5.79ha のうち4.18ha と７割以上が「接続なし」の区画であり、道路接続の重要性が
みてとれる。
●【奥内の生活・生業と文化＞歴史的変遷＞水路】榎谷は細く伸びる狭い谷筋であり、谷の中では底部を流れる小河川
に２本の小さな沢が流れ込んでいるのみであり、本谷との合流付近で現在「タンタニ」と称されている谷から小川が流れ
込む。明治期において確認されるのはこれらの河川・沢のみであり、用水路の設置は確認されない。なお、河川の流路
が変更されているかどうかは不明である。本谷（久保）は集落部が立地する付近については斜面の傾斜が緩やかで、榎
谷よりも谷の幅が広い。谷部を中心に水田が確認されるが、谷の底部を流れる小河川およびそこに沢が流れ込む沢を基
本的に用いていたことが分かる。ただし、榎谷との間にある尾根の際に沿って用水路が１か所設けられており、本谷の特
徴となっている。
●【奥内の生活・生業と文化＞暮らしと民俗、文化財＞奥内地区の水利】田越しの灌漑については、本谷・榎谷・下組と、
遊鶴羽では違いを見せる。前３地区の棚田の場合、棚田の上下が異なる耕作者であっても田越しで水を落とすことがあ
る。しかし、遊鶴羽では耕作者のブロックごとに水を引いており、同一耕作者の田の間では上の田から下の田へ水を落と
すが、上下が異なる耕作者の場合は田越し灌漑をおこなうことは基本的にない。遊鶴羽の水利体系がいつ頃成立したの
かは不明だが、昭和32（1957）年の交換分合を経て比較的まとまったブロックの田地を同一人物が耕作するようになった
結果、成立したと推察される。
●【景観構成要素＞「奥内の棚田」の文化的景観における景観単位の区分、景観構成要素とその概要＞棚田地区】河
川・水路：区域を流れる奥内川支流の小河川群は、棚田耕作のための農業用水としての継続的な利用が行われている。
一部で水車の跡が残る。

蕨野の棚田
【1】

●【文化的景観の特色＞棚田の造成の知恵と工夫＞水利と営農】この溜池の築造によって棚田の水源は安定し、「横
溝」と呼ばれる、山腹に沿って走る約 2,000m にも及ぶ水路の構築によって、より広範囲の棚田に水を運ぶことができる
ようになった。それまではしばしば渇水の被害に見舞われた久郎谷や下ノ木場の谷も潤されるようになった。この間に、
西蕨野地区の畑地を水田化するための配水土管が、南川原地区から約 1,000m の長さで埋設され、集落の西斜面にも
多くの棚田が築かれた。

【保存・管理の方針】
●(棚田エリア）河川・道路：営農に欠かせない基盤として機能の維持に努め、営農環境
改善のための整備が必要な場合は、景観への配慮を検討した整備方法を検討する。
■（集落エリア）道路（県道）・小路：改善、新設等生産機能の向上に伴う景観への影響
が考えられる行為においては、修景のガイドライン、助成等のしくみ、新たな農業手法へ
の対応を検討する。

凡例「選定基準の表記の内容」：【1】農耕，【2】採草・放牧，【3】森林の利用，【4】漁ろう，【5】水の利用，【6】採掘・製造，【7】流通・往来，【8】居住

【土地利用の方針】
棚田区域
●河川・水路：現状の小河川について維持管理を行い、現状地形の保存を図る。
■道路：農道の位置は変えないことを基本とする。
集落区域
●河川・水路：現状の小河川について維持管理を行い、現状地形の保存を図る。
■道路：里道の位置は変えないことを基本とする。
【重要な構成要素】
●奥内川：
•改修するにあたっては、川の流水形状を変えないよう努める。
•災害復旧等による護岸改修は、景観に配慮した工法を用いる。

姨捨の棚田
【1】

奥内の棚田及び農山村景
観
【1】

【土地利用の方針】
姨捨棚田地域：四十八枚田地区
●用水路等①地区外からの幹線用水路は、圃場整備によってコンクリート水路に改修さ
れている。②幹線水路から分水した地区内の小用水路については、補修、維持管理を
行って、現状のまま保全を図る。
■道路①地区内には道路が存在せず、移動等は全て畦畔が用いられている。このた
め、現状の畦畔を維持するために、畦塗りや締固めなどの維持管理が必要になる。
姪石地区
●用水路等①復田整備に際して、用水路はパイプライン化している。この用水路の維持
を図る。②排水路は土水路が多く、老朽化して漏水も多い。これらは改修し維持する。
■道路①復田整備された道路の形状、形態を基本に、土砂道を維持する。②地区内を
縦断する一本松峠へ通じる旧街道（通称・一本松街道）については、現在の配置を維持
しながら、景観を考慮しつつ、安全性の確保に努める。この道路の舗装については景観
を考慮したものとする。

生野鉱山景観及び鉱山町
の文化的景観
【6】【7】【8】

【土地利用等についての考え方】
■道路に関する公共事業（新設・改良等）の実施にあたっては、文化的景観の価値の継
承及び視覚的な景観への影響を十分に配慮した設計・施工を行うこととする。
■事業実施にあたっては、景観計画における景観形成基準及びその他の関係法令を遵
守するとともに、文化的景観担当部局との事前協議を行うことで、適切な設計及び施工
に努める。
■重要な構成要素として特定されている箇所については、その保存事項を遵守し、その
背景にある文化的景観としての価値も含めた保存を図る。
●河川に関する公共事業（新設・改良等）の実施にあたっては、自然護岸、自然石積護
岸を心がけるなど、景観及び生態系に対する事業の影響を十分に配慮した設計・施工を
行うこととする。
●事業実施にあたっては、景観計画における景観形成基準及びその他の関係法令を遵
守するとともに、文化的景観担当部局との事前協議を行うことで、適切な設計及び施工
に努める。
●選定申出範囲の全ての要素が重要な構成要素に特定されていることから、その保存
事項を遵守し、その背景にある文化的景観としての価値も含めた保存を図る。
【重要な構成要素】
■街路・小路：街区構造を維持継承することとし、配置・道幅の改変は行わない。

【土地利用の方針】
■奥銀谷地域：鉱山町の景観を保存活用していく居住地域として設定し、間歩やトロッコ
道、住宅地の旧社宅や鉱山遺産群などを、近世から続く鉱山町独特の町並み景観を構
成する要素として活用し、過疎化や高齢化に歯止めをかけるとともに観光交流によるま
ちづくりを進める。
■口銀谷地域：鉱山町の景観を保存活用していく住宅地域及び行政機能が集まる複合
拠点地域として設定し、中世から続く歴史的な鉱山都市として伝統的町家や地役人住
宅、山裾に並ぶ寺町や神社、細い路地、旧鉱山社宅やトロッコ道といった近代化遺産群
などについて、鉱山町独特の町並み景観を構成する要素として活用し、落ち着いたまち
の暮らしに潤いを与えていくために必要な修景を進めていく。

佐渡相川の鉱山及び鉱山
町の文化的景観
【6】【7】【8】
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